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 ● ふんは必ず持って帰る

　散歩中、「後始末が面倒だから、ついついそのまま…」という方いま
せんか。ふんを持って帰ることは飼い主として最低限のマナーです。
　市では、ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条例で「何人
も、自己が飼育し、又は管理する犬その他の動物を公共の場所等におい
て散歩させるときは、ふんを処理する容器を携行し、当該犬その他の動
物のふんを持ち帰らなければならない」と規定しています。
　散歩中は、必ずビニール袋等を携帯しましょう。

 ● 散歩の際、リード（引き綱）を必ずつける

　時々、リード（引き綱）をつけずに散歩している方を見かけます。い
くら「自分の犬は、しつけが行き届いているから」といっても、ほかの
方には分かりにくいもの。周囲には、動物嫌いな方がいることを忘れな
いでください。犬が思わぬ行動に出たりして、人にケガを負わせたり、
交通事故に遭うかもしれません。外出をする場合は、必ずリードをつけ、
犬を制御できる方が持ちましょう。

 ● 飼い猫以外の猫にえさをあげない

　屋外で猫にえさをあげていませんか。野良猫は、えさをもらえる所に
集まります。集まった猫による排せつ物で周囲の方に迷惑を掛けたり、
飼い主のいない子猫が増えることにもつながります。「かわいそうだか
ら」と思っても、飼い猫以外の猫にえさを与えないでください。

 ● 屋内で飼いましょう

　「猫は犬と違って、屋外に出るのは自然なこと」と考えている方がい
ますが、もしかしたら近所の方に迷惑を掛けているかもしれません。　
猫は屋内で飼っても、人間が思うほどストレスを感じないで生活できる
動物です。感染症の予防や交通事故の危険防止等のためにも、猫はでき
るだけ屋内で飼いましょう。どうしても屋外に出す場合は、自宅内での
排せつの習慣を付け、繁殖を望まない場合は避妊・去勢手術をしましょ
う。
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動物愛護週間
　９月２０日（木）～２６日（水）は

動物愛護週間です。　　

　動物愛護週間は、広く国民に、

命あるものである動物の愛護と適

正な飼育についての関心と理解を

深めるために、「動物の愛護及び管

理に関する法律」に基づいて設け

られたものです。

　この機会に、私たちが飼ってい

る動物、身近にいる動物たちにつ

いて、もう一度考えてみましょう。

　狂犬病予防法に基づき、犬の所有者に対して「犬

の登録を行うこと」や「予防接種を受けること」

が義務付けられています。具体的には、生後９１日

以上の飼い犬について、飼った日から３０日以内に

登録をして、年１回の狂犬病予防注射を受けるこ

とになっています。

　まだ未登録な方、あるいは狂犬病予防注射を忘

れている方は、速やかに登録と飼い犬への注射を

行ってください。

　なお、市獣医師会に加入している下表の動物病

院では、新規登録や予防注射、注射済票の交付を

受けることができます。費用は、新規登録が３，０００

円、予防注射が３，０００円、注射済票の交付が５５０円

です。そのほかに、死亡の手続き、鑑札の再交付

を行うことができます。

　詳しくは健康課予防係�４７７・００３０へ。

注射、済票交付、新規登録ができる動物病院

電話番号所　在　地病　院　名

４７１・００３１中央町４－８－１０いそべ動物病院

４５３・８１１１中央町２－６－５０かざま動物病院

４７６・８８６８前　沢３－８－１２関根どうぶつ病院

４７４・０５３３東本町４－９田 中 動 物 病 院

４７３・７０７８中央町１－１－４９トオヤ動物病院

４７１・６３０６中央町１－３－１山 村 獣 医 科

犬を飼ったら
必ず登録をしてください！
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時
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後
４
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１１賜
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動物愛護ふれあい
フェスティバル
　「いのち輝け
　　　人と動物の輪で」

◆都福祉保健局ホームページアドレス
http://www.fukushihoken.metro.

tokyo.jp/index.html

　犬や猫などの小動物は、人間のパートナーとして私たちの生活に潤いをもたらしてく

れます。しかし、その一方で騒音や悪臭など、ペットをめぐるトラブルも絶えません。

安易に動物を捨てたり、虐待する事件も増えています。

　飼い主には、命ある動物の一生の面倒を見るという強い自覚と責任感が求められてい

ます。

　今号では、ペットの飼い主に求められるマナーや心構えについて紹介します。

　詳しくは健康課�４７７・００３０、広報課�４７０・７７０８または都動物愛護相談センター多摩

支所�０４２・５８１・７４３５へ。


